
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

対 象  

①北谷・嘉手納・北中城ファミリーサポートセンターの「おねがい会員」もしく

は「どっちも会員」であること。（登録無料）（子どもの対象年齢 0 歳～18歳）  

②以下 a～eのいずれかに該当すること 

a 母子家庭や父子家庭等のひとり親世帯（確認書類：児童扶養手当証書 等） 

b市町村民税非課税世帯（センターより町村へ確認します） 

c介護と育児を同時期に行っている世帯（確認書類：介護計画書 等） 

d障がい児のいる世帯（確認書類：療育手帳 等） 

e多胎児(双子や三つ子等)のいる世帯（確認書類：母子手帳 等） 

 

補助内容 

・「子育てサポート券（１枚 500円）」を発行する 

・1回 10枚を単位として発行し、年間 3回（30枚）を限度とする 

※支援の決定については、センターにて審査し決定する 

 

利用期限 

 １年間（４月～翌年３月末迄） 

 

 

申請をご希望の方は、 

センターまでお問合せ下さい！ 

ファミリーサポートセンターを利用する以下の世帯を対象に 

 

お問い合わせ・申し込み先 

～子育てを頑張っているお母さん・お父さんを応援します！～ 

 

北谷・嘉手納・北中城ファミリーサポートセンター 

 

『ファミリーサポートセンター利用支援（補助）』を行っています。 

ぜひ本制度を利用して、ファミリーサポートセンターをご活用下さい。 

〒904-0116 北谷町北谷１-１２-１１ 

TEL：（098）989-9763  FAX：（098）989-9764 


